
令和 6年度 

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者現任者研修 

開 催 要 項 

 

 

１．目 的 

  サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者（以下サービス管理責任者等）として、利用者支

援を行う際に重要なコミュニケーション術やスタッフ間で信頼関係を深めていく手法を学び、サービ

ス管理責任者等の資質・向上を図ることを目的とします。 

 

２．実 施 主 体 

島根県（実施機関：島根県社会福祉協議会 島根県福祉人材センター） 

 

３．期 日 ・ 開 催 会 場 ・ 定 員 

期 日 開 催 会 場 定 員 

令和６年６月１０日（月） 
いきいきプラザ島根 403研修室 

（松江市東津田町 1741-3） 
６０名 

※定員超過の場合、申込者数に対し受講人数を調整させて頂く場合がありますので、予めご了承ください。 

 

４．受講対象者 

①島根県内の指定障害者支援施設及び指定障害福祉サービス事業所のサービス管理責任者、または 

指定障害児入所施設及び指定障害児通所支援事業所の児童発達支援管理責任者として従事して 

いる者 

②島根県サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者養成研修講師登録に登録している者 

※本研修はサービス管理責任者等のスキルアップを目的として県独自に開催するものであるため、

修了証書等は発行しません。 

 

５．内 容 ・ 講 師 ・ 日 程 

 テーマ：『人材育成としてのスーパービジョンに向けて』 

時 間 研 修 内 容 講 師 

9:30～ 9:50 受付  

9:55～ 開会・オリエンテーション  

10:00～16:30 

※昼食・休憩

（60 分）を 

はさみます 

 

【講義・演習】 

1. スーパービジョンとは 

2. 個別スーパービジョンに役立つ面談技法 

①事前準備（＋メッセージスキル） 

②振り返り（＋傾聴スキル） 

③目標設定（＋質問スキル） 

＊座学とワーク、ロールプレイングを中心に行います。 

 

【講師】 

  中澤 博之 氏 

ＡＳＴＥＲ－Ａ（アステラ）代表 

国際コーチング連盟認定コーチ 

国家資格キャリアコンサルタント 

ホメシカ理論インストラクター 

 

 



６．受講申込方法及び受講決定等について 

①令和６年５月１３日（月）１７時まで受付ます。 

②申込は、島根県福祉人材センターホームページ（https://www.shimane-fjc.com/）へアクセスされ、 

『研修受講サポートシステム』からマニュアルをご覧いただき、入力手順に従ってお申込みください。 

 事業所の登録 → 受講研修の選択 → 受講者の登録 → 申込確認メールが到着  にて、 

完了となります。 

※事業所の登録は初回システム利用時１回登録するだけで全ての研修への対応が可能です（登録内容に変更が

あった場合は、その都度修正してください）。 

※同一事業所において複数名申し込むことは可能です。 

※お申し込みは法人、事業所のご担当者の方が行ってください。 

③受講を決定した場合、概ね 2週間でシステムに登録された送付先に決定通知を送付します。決定通知 

が届かない場合は、下記までご連絡ください。決定通知がない場合は、当日の受講受付ができません。 

④受講決定通知に合わせて受講料請求書を送付いたします。記載されている振込期限までに、所定の 

方法により受講料をお振込みください（振込手数料はご負担ください）。 

受講料ひとり 3,000円（消費税非課税） 

⑤決定後の取り消しはご遠慮ください。やむを得ず受講取り消しされる場合は、振込期限の１７時まで 

にご連絡頂いた場合に限り受講料を返金いたします。ただし、返金にかかる振込手数料はご負担頂き
ます。 

 

７．そ の 他 

①昼食は各自でご準備ください。 

②会場では細かな室温調整は出来ませんので、衣服等で調節できるように予めご準備ください。 

③駐車場には限りがございますので、できるかぎり公共交通機関をご利用ください。 

④地震・台風等、やむを得ない事情により研修会を中止せざるを得ない場合には、研修受講サポート 

システムに登録されたファックス番号（勤務先等）に一斉にお知らせするとともに、島根県福祉人 
材センターホームページにも掲載します。なお、研修当日の急な荒天等、実施の判断がつかない場 
合は、ホームページを確認の上、対応してください。 

⑤研修中の録音・録画は一切禁止とさせていただきます。 

⑥受講者の健康状態によっては、参加をご辞退頂く場合があります事を予めご了承ください。 

⑦感染症対策の一環として、マスク着用を推奨します。 

 

８．お問合せ先・お申込先 

  〒690－0011松江市東津田町 1741番地 3 いきいきプラザ島根２階 

島根県社会福祉協議会（島根県福祉人材センター）担当：足立・永瀬 

TEL：0852-32-5975 FAX：0852-32-5956  HP：https://www.shimane-fjc.com/ 

 

【会場】 

いきいきプラザ島根(松江市東津田町1741-3） 

◎JR松江駅バス停より南循環線外回りにて約 20 分「県合同庁舎前」下車 

受講者の皆様に関する個人情報は、研修の受講名簿・名札の作成、研修テキストや各種資料の送付、履修状況管理、研修終了後の履修
証明書の発行等、研修事業関連のみの目的で使用し、他の目的で使用することはありません。 

 その管理については、島根県社会福祉協議会「個人情報保護規程」に基づき適切に行い、無断で第三者に提供することはありません。 

https://www.shimane-fjc.com/

